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〈
以
下
、
資
料
な
ど
に
付
し
た
番
号
・
傍
線
は
引
用
背
に
よ
る
も
の
で
あ
る
〉

そ
の
結
果
「
寺
請
・
檀
家
制
度
が
成
立
し
て
以
後
の
近
世
の
民
衆
は
、
生
ま
れ
た
時

か
ら
死
ん
だ
あ
と
ま
で
（
略
）
檀
那
寺
の
緊
縛
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」

の
で
あ
り
、
（
３
）
毎
年
作
成
さ
れ
た
宗
旨
人
別
帳
は
、

｜
は
じ
め
に

本
県
に
お
け
る
修
験
研
究
は
従
来
、
各
地
の
修
験
集
団
や
領
域
ご
と
の
支
配
組
織
、

争
論
、
宗
教
的
活
動
、
檀
家
制
度
な
ど
を
主
な
対
象
と
し
て
行
わ
れ
、
多
く
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
き
た
。
（
１
）
し
か
し
、
修
験
の
よ
り
実
態
的
側
面
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
不
明

な
点
も
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
近
世
、
幕
府
の
宗
教
政
策
の
基
本
と
さ
れ

た
檀
家
制
度
の
下
で
の
修
験
の
葬
祭
ｌ
修
験
家
（
修
験
本
人
及
び
そ
の
家
族
）
の
死
は
、

だ
れ
が
ど
の
よ
う
に
肥
り
、
弔
っ
て
き
た
か
ｌ
も
そ
う
し
た
も
の
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

小
稿
で
は
こ
れ
ま
で
報
告
さ
れ
て
き
た
先
学
の
成
果
に
学
び
な
が
ら
、
主
に
由
利
地

方
に
残
る
資
料
を
と
お
し
て
、
修
験
の
葬
祭
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
。

一
一
「
祈
願
菩
提
格
別
」
と
「
｜
派
引
導
」

近
世
の
檀
家
制
度
に
つ
い
て
は
一
般
に
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
（
２
）

庶
民
の
信
仰
調
査
だ
け
で
は
な
く
、
民
衆
の
戸
籍
原
簿
と
な
り
、
彼
ら
の
転
住
・
逃

散
を
防
止
す
る
の
に
役
立
ち
、
ま
た
と
き
に
は
、
そ
の
租
税
負
担
能
力
を
把
握
す
る

寺
と
「
家
」
と
の
関
係
す
な
わ
ち
寺
檀
関
係
は
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
～
四
三
）
に

各
地
で
成
立
し
始
め
た
。
寺
が
そ
の
人
の
宗
派
を
保
証
す
る
宗
門
改
・
寺
請
制
は
、

当
初
「
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
」
に
つ
い
て
始
め
ら
れ
た
が
、
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～

七
三
に
は
幕
令
に
よ
っ
て
、
全
て
の
人
々
に
つ
い
て
の
年
ご
と
の
宗
旨
の
確
認
と
宗

旨
人
別
帳
の
作
成
が
制
度
化
さ
れ
全
国
化
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
宗
旨
の
証
明

の
た
め
に
寺
檀
関
係
が
不
可
欠
と
さ
れ
る
制
度
が
成
立
し
た
わ
け
で
あ
る
。

修
験
の
葬
祭
に
つ
い
て
の
覚

ｌ
い
わ
ゆ
る
二
派
引
導
」
に
つ
い
て

①
こ
こ
で
宮
本
氏
は
、
修
験
の
化
他
行
為
と
し
て
の
宗
教
活
動
と
、
修
験
家
の
葬
祭

〈
そ
の
死
を
確
認
す
る
戸
籍
機
能
を
だ
れ
が
有
し
た
か
）
を
区
別
し
、
前
者
、
つ
ま
り

化
他
行
為
に
つ
い
て
は
「
葬
祭
・
祈
祷
分
離
」
が
幕
府
の
立
場
で
あ
り
、
修
験
の
宗
教

活
動
を
祈
祷
中
心
の
現
世
利
益
的
側
面
に
規
制
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
。
ま
た
葬
祭
に

絡
ん
で
修
験
と
僧
侶
の
間
で
お
こ
っ
た
争
論
に
対
す
る
幕
府
裁
定
の
古
い
例
と
し
て
藤

川
定
興
氏
が
引
く
の
が
、
次
の
寛
文
八
年
三
ハ
六
△
「
定
」
で
あ
る
。
（
７
）

ま
た
、
僧
侶
（
寺
院
）
が
取
り
行
う
葬
祭
は
「
死
を
確
認
す
る
と
い
う
戸
籍
機
能
」

で
も
あ
り
、
（
５
）
檀
家
制
度
成
立
以
降
の
葬
祭
は
、
人
生
儀
礼
の
一
つ
で
あ
る
人
々
の
死
に

僧
侶
が
宗
教
者
と
し
て
関
わ
り
を
持
っ
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
き
わ
め
て
政
治
的
な
思
惑

か
ら
、
民
衆
支
配
の
一
端
と
し
て
僧
侶
が
担
う
べ
き
も
の
と
し
て
、
体
制
内
に
位
置
づ

け
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
小
稿
が
対
象
と
す
る
修
験
の
葬
祭
に
つ
い
て
、
宮
本
袈
裟
雄
氏
は
次
の

よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
．
（
６
）

ら
た
め
て
葬
祭
に
関
す
る
事
柄
が
修
験
自
身
の
主
要
な
課
題
と
な
っ
た
。

Ｉ
江
戸
幕
府
の
宗
教
政
策
も
葬
祭
・
祈
祷
分
離
で
貫
か
れ
た
た
め
に
、
後
に
な
っ
て
あ

近
仙
の
初
頭
に
修
験
の
宗
教
活
動
領
域
が
祈
祷
中
心
の
も
の
に
規
制
さ
れ
、
以
後
、

た
め
の
租
税
台
帳
の
役
割
を
も
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
丁
）

｛
疋正

保
以
来
関
東
筋
之
僧
侶
我
意
ヲ
振
い
祈
祷
菩
提
致
混
雑
族
間
々
相
聞
へ

度
々
及
出
訴
候
者
有
之
也

夫
祈
祷
者
表
二
而
鎮
護
国
家
子
孫
延
長
之
旨
趣
也

菩
提
ヲ
裏
二
而
祖
廟
祭
祝
滅
罪
善
所
顕
然
也
（
略
）

祈
祷
之
節
二
於
い
て
者
祈
祷
師
（
修
験
の
こ
と
ｌ
引
用
者
）
可
為
上
座
事

有
明
雅
弘
＊
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修験の葬祭について．の党

そ
の
た
め
、
幕
府
と
し
て
も
宗
教
政
策
上
、
葬
祭
と
祈
祷
（
僧
侶
と
修
験
）
が
「
混
雑
」

す
る
事
態
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
双
方
の
領
分
の
明
確
化
（
引

導
・
菩
提
は
僧
侶
）
を
図
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
「
修
験
自
身
の
主
要
な
課
題
」
、
つ
ま
り
、
修
験
家
の
葬
祭
に
関
し
て
は
ど
う

か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
宮
本
氏
は
、
元
治
元
年
（
一
Ａ
ハ
Ｕ
「
宗
旨
人
別
帳
」
（
滑
川
村

史
編
さ
ん
室
『
滑
川
村
史
料
調
査
史
料
』
第
四
集
所
収
）
に
載
る
旧
羽
尾
村
・
金

剛
院
を
例
に
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
Ｐ
（
９
）

藤
川
氏
は
右
の
「
定
」
が
川
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
僧
佃
と
修
験
の
川
で
領
分
の
競

合
が
あ
っ
た
と
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
（
８
）

委
ね
て
お
く
こ
と
は
由
々
し
き
問
題
で
あ
り
、
江
戸
時
代
中
ご
ろ
以
降
、
自
身
葬
祭

・
一
派
引
導
を
完
成
さ
せ
る
べ
く
活
発
な
運
動
を
展
開
し
た
地
域
も
見
ら
れ
た
が
、

結
果
的
に
は
明
治
二
年
（
一
八
六
八
）
の
若
王
寺
役
所
よ
り
の
触
書
「
本
山
修
験
道
、

是
迄
宗
法
之
通
自
身
引
導
自
己
葬
祭
二
相
成
有
之
候
向
モ
有
之
或
ハ
院
主
者
自
己
葬

．
派
引
導
」
を
し
て
い
る
の
は
院
主
を
〈
臣

は
羽
尾
村
禅
宗
興
長
寺
旦
那
と
さ
れ
て
い
る
。

修
験
側
の
主
要
な
領
分
と
す
る
も
の
が
、
葬
式
の
日
収
、
時
取
、
後
蕨
（
跡
清
め
）

や
そ
の
後
の
祈
願
、
祭
道
等
葬
祭
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
葬
祭
に
深
く
か

、
わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
僧
侶
の
領
分
と
競
合
し
た
の
で
あ
る
。

一
菩
提
之
席
ニ
お
ゐ
て
者
菩
提
師
（
僧
侶
の
こ
と
ｌ
引
用
者
）
可
為
上
座

一
葬
式
之
佃
前
尾
ハ
菩
提
師
川
取
也
後
尾
ハ
祈
祷
師
可
取
事

一
後
赦
七
日
之
後
祈
願
至
も
家
二
Ⅲ
可
執
行
事

一
葬
式
之
後
七
日
早
而
願
砕
除
法
界
念
比
二
可
執
行
事

一
祭
道
地
祭
り
家
立
火
伏
神
送
神
事
従
先
規
有
来
之
通
り
祈
願
可
執
行
事

惣
而
祈
願
菩
提
格
別
之
儀
道
二
不
可
混
乱
也

自
今
以
後
堅
此
旨
ヲ
守
無
争
様
可
有
下
知
者
也

右
之
候
々
今
般
御
穿
裟
之
上
所
被
定
置
也
自
今
己
後
違
犯
之
徒
有
之
ハ
礼
科

之
斐
方
書
出
之
不
可
違
者
也

寛
文
八
戊
申
十
二
月
（
略
）

を
し
て
い
る
の
は
院
主
を
含
め
た
男
五
名
で
、
妻
・
母
ほ
か
女
五
名

修
験
道
に
と
っ
て
も
葬
祭
を
他
宗
に

可
為
上
座
事

②

「
自
身
葬
祭
・
一
派
引
導
」
は
、
修
験
宗
の
法
式
に
則
っ
て
取
り
行
わ
れ
る
葬
祭
の

こ
と
で
あ
る
。
修
験
に
は
仏
教
寺
院
の
よ
う
な
滅
罪
檀
家
は
な
く
、
祈
願
檀
家
だ
け
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
檀
家
制
度
の
下
で
は
家
族
を
含
め
修
験
自
身
、
寺
院
の
檀
家
と
さ
れ

た
と
い
う
。
（
Ｕ
し
か
し
右
の
よ
う
に
江
戸
中
期
以
降
、
仏
式
に
よ
る
葬
祭
で
は
な
く
、

自
身
葬
祭
・
一
派
引
導
を
企
図
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
由
利
地
方
に
残
る
「
｜
派
引
導
」
の
資
料

次
の
資
料
は
、
本
荘
藩
の
修
験
で
あ
っ
た
旧
泉
福
寺
に
伝
わ
る
も
の
で
、
「
当
山
一
派

引
導
焼
香
之
儀
」
、
つ
ま
り
当
山
派
修
験
の
葬
祭
に
つ
い
て
、
藩
の
役
寺
か
ら
領
内
の
修

験
宛
下
達
さ
れ
た
、
本
荘
藩
に
お
け
る
修
験
の
葬
祭
に
つ
い
て
う
か
が
う
こ
と
の
で
き

る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
（
Ｕ

本
県
で
も
．
派
引
導
」
に
関
わ
る
資
料
が
伝
わ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
同
様
な
動
き

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

多
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

院
内
す
べ
て
、
あ
る
い
は
一
部
を
除
い
て
他
の
家
族
を
他
宗
に
委
ね
る
と
い
う
例
が

祭
二
而
、
家
族
ハ
頼
寺
之
向
モ
有
之
、
又
者
院
内
悉
皆
頼
寺
之
向
等
二
而
区
々
二
相

成
候
」
と
あ
る
ご
と
く
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
状
態
が
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

宮
本
氏
が
取
り
上
げ
た
事
例
は
関
東
地
方
の
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、

御
宗
徒達

書

当
山
一
派
引
導
焼
香
之
儀
一
領
一
組
中
者
其

触
頭
可
為
引
導
儀
御
宗
徒
二
有
之
殊
二
当
組
者

当
住
二
代
隠
居
妻
井
相
続
二
立
置
候
娘
井
次
男

共
仕
来
二
而
一
派
入
帳
之
分
者
修
験
宗
二
無
紛
旨
母

春
触
頭
中
老
請
印
を
以
宗
判
御
改
奉
請
候

儀
一
同
弁
ひ
有
之
筈
乍
去
御
領
内
二
而
末
山

持
之
分
者
末
院
之
修
験
死
去
之
節
届
済
之
上
触

頭
為
名
代
其
本
寺
二
而
引
導
焼
香
為
致
置
候

儀
本
末
双
方
是
又
弁
ひ
有
之
筈
妻
女
次
男
等

死
去
之
節
者
其
最
寄
年
老
等
之
者
を
以
焼
香
致
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之
何
刻
死
去
仕
候
何
寺
縁
仮
二
御
座

ｌ候
間
何
日
葬
式
相
営
申
候
此
段
御
届
巾

何
寺
又
者
何
院
又
者
何
坊
次
男
次
女
何

ｌ某儀
久
々
病
気
之
処
養
生
不
相
叶
何

何上
月候

何
某

右
者
一
派
入
帳
之
分
死
去
届
且
伺
害
也

届
書
覚

上何Ⅱ何何
寅 諦鮭 灘縦 鯛罷何候寺葬之某届

月又式何儀書祢I)六及之差憧子紙致成分葬是
者之刻久覚城月沙致図成共雛方儀二式以

以何義死々1､．汰方葬人死形有御末相役
上院者去病前条有式を去を之宗山営寺
江何仕気郷此之可以之以不捉有可為
被｜］候之筋段お相中節申好二之'h名
仰相此処仁為い営老本達之候候候代
付 営段養賀今て候役寺候至然共且間
被申御生保後者此場江間二処其他万
下度届イく筋本申Ⅲp上江届修候近本領端
度焼’'1朴Iil 役庄達無心届者験依年寺之其

何何奉香上叶一寺置用得書勿之之届相本時
院寺願師候候捨違持論分以方越寺之
又修厳届参親者来等焼当受
者 験：重方之勿為香

中心者

一
焼
香
之
者
よ
り
伺
書
左
之
通

口
上
書

何
寺
又
者
何
院
何
房
死
去
仕
候
処
何
日
葬
式

二
付
焼
香
師
拙
僧
江
被
仰
付
度
奉
順
上
候以

上

何
月
何
寺

右
者
末
山
之
修
験
焼
香
之
節
其
本
寺
よ
り
可
差
出
候
（
Ｕ

口
上
書

何
寺
又
者
何
院
何
房
妻
又
者
次
男
何
某

死
去
仕
候
二
付
何
日
葬
式
二
付
焼
香
師
之

義
拙
僧
江
被
仰
付
候
様
奉
願
上
候
以
上

何
寺
又
者
何
院

何
月

右
之
通
半
切
江
認
上
包
半
紙
上
包
江
何
寺
又
者

何
院
と
害
認
可
差
出
候

前
書
之
通
堅
相
心
得
遺
失
不
可
有
之
候
尤

役
寺
之
内
末
山
之
分
焼
香
之
節
者
死
去
届

而
巳
二
而
焼
香
師
者
不
及
伺
候
以
上

印

嘉
永
七
（
一
八
八
凹
甲
寅
年
六
月
中
旬
二
写
置
申
候

宝
鳩
山泉

福
寺

口
上
覚

一
拙
寺
二
男
此
七
日
病
死
仕
候
縁

仮
之
事
故
宝
円
寺
焼
香
頼

入
今
八
日
葬
式
仕
候
此
段
御
届

申
上
候
以
上

何
日
泉
福
寺

右
之
通
半
切
二
害
半
紙
二
而
上
包
上
書
左
之
通

届
書
泉
福
寺

右
之
害
長
安
寺
江
差
上
候
（
Ｕ

－88－
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修験の葬祭についての覚

さ
れ
た
も
の
の
場
合
、
触
頭
が
引
導
役
を
勤
め
る
の
を
基
本
と
し
た
の
に
対
し
、
そ
れ

以
外
の
場
合
は
「
何
寺
縁
仮
二
御
座
候
」
と
し
て
寺
院
が
そ
の
葬
祭
に
関
わ
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
．
派
入
帳
」
さ
れ
な
い
も
の
は
檀
家
制
度
か
ら
離
脱
し
て

い
な
い
こ
と
の
表
れ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
「
縁
仮
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
資
料
が

の
が
「
領
内
触
頭
」
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
相
当
す
る
「
寺
院
」
）
だ
っ
た
こ
と
坐

も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
達
書
の
内
容
や
雛
形
と
し
て
示
さ
れ
た
「
届
出
覚
」
に
よ
れ
ば
「

し
て
そ
れ
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
で
、
修
験
宗
に
属
す
る
も
の
は
寺
院
の
支
配
か
ら

離
れ
、
「
毎
春
触
頭
中
老
請
印
を
以
宗
判
御
改
奉
請
候
」
と
あ
る
よ
う
に
修
験
宗
と

し
て
「
御
改
」
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
檀
家
制
度
が
戸
籍
機
能
を
持
っ

て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
修
験
宗
の
場
合
、
檀
那
寺
に
代
わ
っ
て
そ
の
役
目
を
果
た
し
た

の
が
「
領
内
触
頭
」
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
相
当
す
る
「
寺
院
」
）
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る

雛
檀
し
た
も
の
、
つ
ま
り
修
験
本
人
を
含
め
自
身
葬
祭
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
が
記
さ

れ
た
、
一
般
の
宗
旨
人
別
帳
と
は
異
な
る
「
帳
面
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
耐
）
そ

右
の
資
料
で
注
目
し
た
い
の
は
「
右
者
一
派
入
帳
之
分
死
去
届
且
伺
害
也
」
と
あ
る

よ
う
に
「
一
派
入
帳
」
か
ど
う
か
で
、
届
出
も
葬
祭
も
別
様
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
点

で
あ
る
。
『
徳
川
禁
令
考
』
に
よ
れ
ば
、
自
身
葬
祭
の
対
象
と
な
る
も
の
は
宗
門
改
帳

か
ら
「
除
」
か
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
檀
家
制
度
か
ら
離
脱
ｌ
離
檀
）
。
耐
）
．
派

入
帳
」
の
意
味
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
宗
門
改
と
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

、
修
験
及
び
後
継
者
、
隠
居
、
妻
そ
の
他
の
家
族
の
う
ち
「
一
派
入
帳
」
さ
打

は
修
験
宗
と
し
て
、
毎
年
春
、
触
頭
・
中
老
が
請
印
し
御
改
を
受
け
て
き
た

、
末
寺
修
験
が
死
去
し
た
場
合
、
届
出
を
済
ま
せ
、
本
寺
が
触
頭
名
代
と
し
イ

焼
香
役
を
務
め
る

、
妻
・
次
男
な
ど
が
死
去
し
た
場
合
は
、
最
寄
り
の
「
年
老
」
に
焼
香
役
を
頼

頭
名
代
で
あ
る
役
寺
の
指
図
を
受
け
て
葬
式
を
営
む

．
本
寺
を
他
領
に
持
つ
領
内
の
末
寺
修
験
が
死
去
し
た
場
合
、
本
寺
は
領
域
左

末
寺
修
験
の
焼
香
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い

．
こ
れ
ら
の
こ
と
は
御
宗
徒
で
あ
る
が
、
近
年
、
届
出
の
仕
方
な
ど
が
十
分
字

い
な
い
の
で
、
心
得
と
し
て
死
去
の
際
の
届
出
の
雛
形
を
示
す
。
修
験
は
勿

子
が
死
去
し
た
場
合
で
も
本
寺
へ
届
出
、
ま
た
確
か
な
人
を
立
て
て
中
老
得

害
を
持
参
し
、
そ
の
指
図
を
受
け
て
葬
式
を
営
む
よ
う
に
（
届
出
害
以
下
略
）

こ
の
資
料
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ

当
山
派
の
葬
祭
で
は
、
触
頭
が
引
導
役
を
勤
め
る

お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

妻
そ
の
他
の
家
族
の
う
ち
「
一
派
入
帳
」
さ
れ
た
も
の

・
触
頭
・
中
老
が
請
印
し
御
改
を
受
け
て
き
た

、
届
出
を
済
ま
せ
、
本
寺
が
触
頭
名
代
と
し
て
引
導
。

年
、
届
出
の
仕
方
な
ど
が
十
分
守
ら
れ
て

届
出
の
雛
形
を
示
す
。
修
験
は
勿
論
、
妻

ま
た
確
か
な
人
を
立
て
て
中
老
役
場
へ
届

本
寺
は
領
域
を
越
え
て

に
焼
香
役
を
頼
つ
命

一
派
入
帳

触

③
寺
内
証
文
之
事

一
宝
円
寺
縁
仮
旦
那
泉
福
寺
印

女
一
人

一
同
寺
縁
仮
旦
那
正
善
房
印

女
一
人

一
大
蔵
寺
縁
仮
旦
那
金
泉
房
印

女
一
人

都
合
三
人

右
之
通
紛
無
御
座
候
以
上

天
保
十
五
（
一
八
四
四
甲
辰
年
二
月
十
五
日

名
主
吉
左
衛
門
殿

④
一
自
身
葬
の
儀
は
、
自
分
滅
罪
の
免
許
を
受
た
り
と
も
、
自
分
井
総
領
計
の
儀
に

「
縁
仮
（
正
し
く
は
く
借
〉
ご
は
、
檀
那
寺
（
菩
提
寺
）
が
遠
方
に
あ
る
な
ど
の

事
情
に
よ
り
、
檀
家
が
檀
那
寺
以
外
の
寺
院
の
「
縁
を
借
り
」
、
日
常
的
に
準
「
寺
檀
関

係
」
に
入
る
こ
と
と
さ
れ
、
「
手
続
き
上
仮
檀
家
」
と
な
る
こ
と
で
は
な
い
。
耐
）
資
料

に
よ
れ
ば
、
泉
福
寺
・
正
善
坊
・
金
泉
坊
の
「
女
」
は
曹
洞
宗
で
あ
る
宝
円
寺
や
大
蔵

寺
の
「
縁
仮
旦
那
」
と
さ
れ
、
修
験
家
に
あ
り
な
が
ら
事
実
上
、
曹
洞
宗
の
旦
那
と
な

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
両
）

と
こ
ろ
で
、
近
世
の
代
表
的
な
「
地
方
書
」
の
一
つ
と
さ
れ
る
『
地
方
凡
例
録
』
に

は
、
次
の
よ
う
な
資
料
が
載
る
。
罰
）

伝
わ
る
。
行

自
身
葬
（
自
身
葬
祭
と
同
じ
）
は
、
こ
の
場
合
、
修
験
本
人
及
び
総
領
（
後
継
者
・

後
住
の
こ
と
）
に
限
ら
れ
、
妻
・
二
男
・
三
男
・
娘
な
ど
の
葬
祭
は
「
旦
那
寺
に
て
取
置
」

か
れ
る
の
が
定
法
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
も
修
験
家
で
別
様
の
葬
祭
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
資
料
に
あ
る
「
旦
那
寺
」
は
、
資
料
③
で
い
う
「
縁
仮
」
寺
に

寺
と
熟
談
の
上
、
承
知
連
印
に
て
願
へ
ば
、
妻
子
迄
自
身
葬
に
成
る
、
其
近
例
左

の
ご
と
し
（
上
州
利
根
郡
下
津
村
修
験
三
宝
院
の
例
が
引
か
れ
る
）
。

’
て
妻
・
二
男
・
三
男
・
娘
等
は
旦
那
寺
に
て
取
置
儀
定
法
の
由
、
然
れ
ど
も
旦
那

－87－
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⑤ 相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
末
尾
に
「
旦
那
寺
」
が
承
知
す
れ
ば
妻
子
ま
で

も
「
自
身
葬
に
成
る
」
と
あ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。

自
身
葬
祭
・
一
派
引
導
を
修
験
宗
本
来
の
葬
祭
の
あ
り
方
と
す
る
宗
法
は
、
次
に
紹
介

す
る
「
定
」
（
年
不
詳
。
当
山
派
総
触
頭
・
鳳
閣
寺
よ
り
諸
国
当
山
派
触
頭
宛
の
も
の
と

思
わ
れ
る
ｌ
資
料
⑤
）
、
及
び
「
定
」
が
引
く
享
保
七
年
（
一
し
三
一
）
の
「
御
膝
Ⅱ
」

（
資
料
⑥
）
な
ど
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
八
川
紀
以
降
、
本
山
か
ら
触
れ
ら
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
各
蒲
の
宗
教
政
策
と
の
関
わ
り
、
宗
派
間
の
力
関

係
、
ま
た
当
該
地
域
に
お
い
て
修
験
が
持
っ
た
歴
史
的
経
緯
や
役
割
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
事
情
か
ら
必
ず
し
も
一
様
に
宗
法
の
内
容
が
実
現
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

上
記
の
よ
う
に
地
域
に
よ
っ
て
は
明
治
に
入
っ
て
も
修
験
本
人
の
み
自
身
葬
祭
、
他
の
家

族
、
あ
る
い
は
修
験
家
す
べ
て
が
他
宗
の
旦
那
と
い
う
例
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
荘
藩
の
修
験
で
あ
っ
た
旧
泉
福
寺
に
伝
わ
る
先
の
よ
う
な
資
料
を
．
派
引
導
」

の
文
脈
に
位
置
づ
け
た
場
合
、
修
験
家
に
他
宗
の
も
の
（
縁
仮
旦
那
）
が
入
り
組
む
の

は
、
．
派
引
導
」
の
実
現
の
度
合
い
に
よ
っ
て
生
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
あ
り
方
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
縁
仮
」
は
一
般
に
は
最
寄
り
の
寺
の
縁
を

借
り
る
こ
と
が
多
い
と
さ
れ
る
が
、
同
じ
宗
教
者
で
あ
り
な
が
ら
、
宗
教
政
策
上
、
自

他
の
葬
祭
権
を
規
制
さ
れ
、
寺
院
の
檀
家
と
さ
れ
て
き
た
歴
史
を
持
つ
修
験
家
の
場
合

を
他
宗
と
同
列
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
現
状
で
は
確
認
さ
れ
る
資
料
は

な
い
が
、
小
梢
で
は
修
験
家
に
お
け
る
こ
う
し
た
あ
り
方
を
仮
に
「
縁
借
制
」
と
呼
ん

で
お
き
た
い
。
３

二
派
引
導
之
義
先
年
被
仰
出
候

趣
弥
相
守
他
宗
不
入
組
様
可
心
得
事

二
派
引
導
宗
門
請
合
証
文
其
所
之
触

頭
な
可
差
出
井
引
導
焼
香
等
之
義

一
当
山
派
一
派
行
学
無
僻
怠
令
勤
修
井

宗
門
之
古
法
者
勿
論
享
保
七
寅
年

被
公
儀
仰
出
候
相
守
御
条
目
都
而

可
為
以
柔
和
如
法
之
行
儀
修
学
専
要
事

グーXP

〆一、疋

略一、
、一口B1

戸、

略
一〆

（
関
係
箇
所
の
み
）
雪

⑦
一
修
験
道
自
身
引
導
勿
論
近
来
末
々
に
至
而
は
狼
り
に
他
宗
之
僧
侶
を
雇
血
脈
を
続

引
導
を
請
候
徒
も
有
之
様
に
柑
聞
候
失
其
道
自
他
之
法
系
混
雑
之
至
り
也
自
今
は
従

⑥
三
宝
院
御
門
跡
当
山
方

係
目

今
度
三
宝
院
御
門
跡
被
仰
出
候
御
僚
目
左
之
通

喋
去

１
．
１

当
山
修
験
道
之
儀
如
古
万
新
規
非
例
不
可
有
之
旨
毎
度
申
渡
す
と
い
へ
と
も
末
々

の
者
近
来
峰
法
に
背
有
之
様
子
相
聞
へ
候
間
此
度
相
改
被
仰
出
候
御
係
目
之
趣

（
略
）

一
修
験
一
派
に
て
滅
罪
取
納
候
所
法
事
等
有
之
節
蔚
非
時
一
汁
三
菜
禁
洲
た
る
へ
し

Ｈ
又
一
派
之
内
引
導
井
宗
旨
請
合
証
文
等
難
出
来
候
処
も
有
之
又
は
他
宗
之
引
導

請
之
宗
門
請
合
他
寺
へ
州
順
候
所
も
有
之
由
粗
相
聞
こ
へ
何
れ
の
所
と
も
雌
計
に

一
派
引
導
並
宗
旨
請
合
差
川
候
て
格
別
他
寺
之
引
導
並
宗
門
請
合
之
儀
に
候
間
速

に
其
所
之
御
支
配
方
へ
も
叩
達
他
宗
へ
不
入
組
様
叩
為
尤
事

さ
ら
に
、
同
じ
享
保
七
年
に
出
さ
れ
た
「
修
験
道
本
山
方
法
度
書
」
第
二
条
に
、

資
料
⑤
が
引
く
享
保
し
寅
年
の
「
御
僚
目
」
（
関
係
箇
所
の
み
）
・
勇
一

是
又
触
頭
役
儀
二
付
候
条
古
法
堅
く

可
相
守
事

但
シ
触
下
之
も
の
所
二
寄
宗
判
二
而

済
来
候
分
ハ
其
通
新
規
二
判
差
川
候

義
不
相
成
事

三
宝
院
御
門
跡
当
山
役
所

諸
国
惣
袈
裟
取
次

白
山
大
先
達
二
信
一
房

享
保
七
年
壬
寅
十
月
鳳
閣
寺

多
Ｉ
、

享
保
七
年
寅
九
月

一ヘ

略
一一

一、

ilfi
－〆
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修験の葬祭についての覚

③
為
取
替
済
口
証
文
之
事

（
前
略
）

此
段
訴
人
太
白
院
申
立
候
者
小
滝
修
験

宗
之
内
四
ケ
院
女
人
丈
者
古
来
よ
り
拙
寺
旦

那
二
紛
之
候
処
本
寺
よ
り
一
統
引
導
等

可
致
候
様
達
し
有
之
候
辿
拙
寺
江
離
旦
致

呉
候
様
度
々
順
二
御
座
候
得
共
従
古
来
所

持
之
旦
那
離
旦
相
成
兼
候
趣
申
聞
置
候

な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
当
山
派
・
本
山
派
を
問
わ
ず
享
保
七
年
段
階
に
お
い
て
他
宗

と
入
り
組
み
せ
ず
、
一
派
引
導
は
修
験
宗
の
古
法
で
あ
る
か
ら
固
く
守
る
よ
う
に
と
触

れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
（
型

さ
て
次
の
資
料
は
、
弱
）
こ
れ
ま
で
半
田
氏
な
ど
に
よ
り
小
滝
（
現
・
象
潟
町
）
修

験
家
に
他
宗
の
も
の
が
入
り
組
む
「
半
檀
家
制
（
複
檀
家
制
と
も
）
ｌ
縁
借
制
」
恥
）

が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

致
呉
候
得
者
鳳
閣
寺
役
所
表
江
一

統
引
導
之
儀
趣
意
相
立
候
上
者
申
分

以
来
他
宗
江
不
入
組
一
統
之
徒
鑑

札
無
之
様
達
之
有
之
候
二
付
離
旦

役
所
よ
り
他
宗
之
式
可
預
ル
謂
無
之

以
来
他
宗
江
不
入
組
一
統
之
徒
鑑
渋

開
基
以
来
配
下
修
験
俗
男
女
共
一
統

之
法
式
ヲ
以
引
導
仕
来
り
候
二
紛
無
御
座

候
所
享
保
度
之
此
俗
男
女
之
内
自
己
之

帰
依
二
任
セ
追
々
他
宗
江
入
組
候
者
も
有

之
候
此
等
之
儀
者
只
一
代
切
之
宗
旨
二
而

赦
而
差
定
之
旦
那
二
者
無
御
座
候
得
共

終
二
連
綿
引
導
受
来
候
事
全
帳

元
不
取
調
二
御
座
候
故
弘
化
度
鳳
閣
寺

其
先
達
々
々
相
改
古
来
之
通
可
相
守
事

相 へ
手'''6
龍 一
山
寺
*
聞
候
得
者
鳥
海
山

⑨
以
書
付
願
申
上
候
事

一
今
度
当
山
方
御
役
所
よ
り
修
験
一
統
之
儀
被
仰
付
候
付
只
今
迄
禅
宗

入
組
之
修
験
家
是
非
一
統
二
可
相
記
之
旨
被
仰
聞
候
付
院
内
村
本

地
禅
林
寺
太
白
院
江
再
三
罷
越
達
而
一
統
二
可
仕
段
申
上
候
所
一
二

円
御
聞
入
無
御
座
候
依
之
双
方
寺
院
出
入
二
罷
成
江
戸
等
江
御
登

被
成
候
得
者
当
人
別
御
改
帳
滞
大
山
御
役
所
江
御
訴
訟
遣
甚
上

如
何
様
之
重
キ
相
方
物
入
秀
心
難
斗
菟
角
世
間
修
験
一
統
二
罷
成

儀
候
迄
古
来
之
通
願
上
申
候
為
其
名
主
組
頭
印
形
依
如
件

禅
宗
太
白
院
の
申
立
に
よ
れ
ば
、
小
滝
修
験
の
う
ち
四
院
の
女
性
だ
け
は
古
く
か
ら

自
分
の
旦
那
で
あ
っ
た
。
ま
た
龍
山
寺
の
言
い
分
は
、
小
滝
で
は
鳥
海
山
開
基
以
来
、

俗
男
女
と
も
．
統
引
導
」
を
行
っ
て
き
た
。
一
統
引
導
と
は
一
派
引
導
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
ま
た
俗
男
女
と
は
、
太
白
院
の
申
立
な
ど
か
ら
し
て
、
修
験
家
に
お
け
る
「
俗

男
女
」
と
考
え
た
い
。
と
す
れ
ば
、
本
荘
藩
に
お
け
る
「
縁
仮
旦
那
」
に
相
当
す
る
も

の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。
享
保
の
頃
「
Ⅲ
己
之
帰
依
」
に
任
せ
た
と
こ
ろ
、
他
宗
へ

入
り
組
む
も
の
が
出
て
き
た
。
こ
れ
は
一
代
限
り
の
こ
と
と
し
て
許
し
た
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
後
も
引
き
続
き
、
他
宗
の
檀
那
寺
（
太
白
院
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
か
ら
引
導

を
受
け
て
き
た
。
し
か
し
、
弘
化
年
間
に
な
っ
て
「
他
宗
之
式
可
預
ル
謂
無
之
以
来
他

宗
江
不
入
組
一
統
之
徒
鑑
」
と
し
て
本
山
か
ら
宗
派
の
締
付
け
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、

他
宗
の
旦
那
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
離
檀
さ
せ
て
ほ
し
い
旨
、
太
白
院
側
に
申
し
入
れ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
５
半
田
氏
に
よ
れ
ば
↑
こ
う
し
た
他
宗
の
も
の
が
入
り
組
む
半

檀
家
制
は
「
ま
こ
と
に
不
都
合
な
の
で
」
離
檀
が
行
わ
れ
た
と
す
る
が
、
（
翌
そ
の
ね
ら

い
は
「
鳳
閣
寺
役
所
表
江
一
統
引
導
之
儀
趣
意
相
立
候
」
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
。
（
型
ま
た
、
小
滝
龍
山
寺
は
弘
化
以
前
に
も
一
派
引
導
を
企
図
し
た
動
き
を
お
こ
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
、
次
の
資
料
か
ら
知
ら
れ
る
。
両
）

無
御
座
候
旨
申
之
（
略
）

享
保
十
五
年
（
一
七
三
○
）
三
月
八
日

小
滝

龍村
|｣」
寺
様

関
村
名
主

糸'1

萌
一〆、

－85－
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⑩
文
久
二
年
戊
三
月
Ⅱ
矢
島
領
「
宗
門
人
別
」
御
改
帳
直
根
郷
中
直
根
村
如

「
今
度
当
山
方
御
役
所
よ
り
修
験
一
統
之
儀
被
仰
付
候
」
と
あ
る
の
は
、
あ
る
い
は

上
記
、
享
保
七
年
当
山
派
「
御
係
目
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
資
料
に
よ
れ
ば
、

龍
山
寺
は
「
修
験
家
是
非
一
統
二
可
州
記
之
旨
」
太
白
院
に
叩
し
入
れ
た
が
聞
き
入
ら

れ
な
か
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
名
主
な
ど
が
仲
介
し
「
世
間
修
験
一
統
二
罷
成
」
る

ま
で
こ
れ
ま
で
の
と
お
り
に
し
て
ほ
し
い
旨
、
龍
山
寺
へ
申
し
入
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
享
保
年
間
に
龍
山
寺
は
俗
男
女
を
含
め
た
修
験
家
を
「
一
統
に
記
す
」

修
験
宗
単
独
帳
面
の
作
成
（
．
派
引
導
」
の
実
現
）
を
図
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
当
時
は
ま
だ
Ⅲ
間
一
般
の
通
例
で
な
い
と
の
理
由
か
ら
実
現
さ
れ
ず
「
古
来
之
通
」
、

俗
男
女
は
太
白
院
の
Ⅲ
邪
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
縁
借
制
。
ま
た
「
禅
宗
人
組
之
修
験

家
」
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
小
滝
で
は
こ
れ
以
前
、
修
験
家
に
雌
柚
し
た
も
の
が
存
在
し
て

い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
）
。
こ
れ
が
資
料
⑧
に
あ
る
「
自
己
之
帰
依
二
任
七
」
と
の

意
味
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
械
家
制
度
が
非
と
「
家
」
の
関
係
を
基
本
と
し
て
い
た

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
幡
姻
な
ど
個
人
の
都
合
に
よ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
３
そ
し
て
、

弘
化
度
本
山
か
ら
宗
派
の
引
締
め
が
あ
っ
た
た
め
Ⅳ
度
離
柚
述
動
を
展
開
し
、
嘉
永
年

間
に
及
ん
で
家
族
全
員
を
修
験
法
式
の
葬
祭
の
対
象
と
す
る
「
一
派
引
導
」
が
実
現
し

間
に
及
ん
で
家
族
全
員
を
修
験
法
式
の
葬
祭
の
対
象
と
す
る
「
一
派
引
導
」

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
〈
家
族
全
員
が
離
檀
Ⅱ
縁
借
制
の
解
消
）
。
（
聖

四
修
験
家
が
記
載
さ
れ
た
宗
旨
人
別
帳

最
後
に
、
Ⅲ
矢
島
領
に
残
る
宗
旨
人
別
帳

次
の
資
料
は
、
鳥
海
川
中
直
根
に
伝
わ
る

一
修
験
宗
元
弘
寺

高
拾
石
川
斗
弐
合

一
禅
宗
正
重
寺

二
八
六
二
）

旧
矢
島
領
に
残
る
宗
旨
人
別
帳
を
見
て
お
き
た
い
。

鳥
海
川
中
直
根
に
伝
わ
る
も
の
で
あ
る
。

〆へ

|略
一

二娘妻伴妻旦
り） 那

母II
那

〈観 蝦もは伝き九

丘
〆、

太とつ治わ術

僻f
'ず一迫

の 院 （
柚
池
）

五
十
五
歳

四
十
四
歳

二
十
六
歳

二
十
四
歳

四
歳

三
歳

三
十
六
歳

六
十
五
歳

〆

妻
あ
き
の
二
十
四
歳

娘
む
ら
十
四
歳

体
多
門
十
一
歳

二
男
酉
之
助
二
歳

人
数
合
六
人
三
人
卵
内
壱
人
出
生
二
付
増

三
人
女

〆
壱
軒
別
家
増

家
数
合
弐
拾
五
軒
内
弐
拾
四
軒
百
姓

壱
軒
修
験

へ
＃
一

一
Ⅲ
、

右
之
辿
拙
寺
Ⅱ
那
粉
（
紛
力
）
雌
御
座
候
依
之
印
判
差
上
候
一
山
川
州
違
無
御
座
候

若
御
法
度
之
宗
門
之
川
巾
者
有
之
候
ハ
拙
寺
共
何
方
迄
も
罷
川
急
度
申
披
可
仕
候

以
ｋ御

当
領
龍
源
寺
末

人
数
合
百
三
拾
六
人
禅
宗
正
重
寺
印

こ
の
宗
旨
人
別
帳
に
は
、
禅
宗
正
重
寺
の
檀
家
と
と
も
に
矢
島
修
験
・
触
頭
「
修
験

右
之
通
当
戊
春
人
別
相
改
印
判
為
致
差
上
候
所
書
面
之
通
柳
相
違
無
御
座
候

若
相
違
之
儀
御
座
候
ハ
曲
事
可
被
仰
付
候
以
上

文
久
二
年
長
百
姓

同
三
人

同
三
人

山
城
宇
治
郡
三
宝
院
御
直
末

喜
惣
兵
衛
印
（
略
）

山
城
宇
治
郡
二

真
言
宗
福
王
寺
印

留
守
居

宝
性
院
印

修
験
宗
元
弘
寺

院
代

徳
性
院
印

御宝

鼎院
秀
山
判

－84－
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修験の葬祭についての覚

⑪ 宗
元
弘
寺
」
を
檀
那
寺
と
す
る
「
旦
那
」
歓
儀
院
家
の
記
載
が
見
え
る
。
秋
田
藩
や
本

荘
藩
な
ど
で
修
験
は
檀
家
制
度
の
枠
外
で
あ
り
、
「
単
独
帳
簿
」
が
作
成
さ
れ
た
と
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
恩
こ
う
し
た
記
載
形
式
は
、
異
例
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
半
田
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
慶
応
二
年
（
一
八
主
ハ
）
「
仁
賀
保
郷
小
滝
村
真

ま
た
、
半
田
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
慶
応
二
年
（
一
八
六
さ

言
宗
、
修
験
宗
、
禅
宗
人
別
御
改
帳
」
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
（
翌

高
拾
三
石
四
斗
五
升
七
合

一
禅
宗
大
白
院
印

一
同
宗
観
照
院

高
弐
石
壱
斗
弐
升
六
合

一
当
山
修
験
宗
龍
山
寺
印

右
之
通
当
寅
人
別
惣
百
姓
壱
人
切
相
改

（
略
）

山
城
剛
雌
剛

三
宝
院
御
門
主
御
直
末

人
別
三
十
九
人
難
識
兼
帯
龍
山
寺

泰
運
房
印

仁
賀
保
郷
院
内
村

禅
林
寺
末

同
郷
関
村

人
別
三
百
六
拾
七
人
禅
宗
大
白
院
印

祖
山
（
花
押
）

一一

|'|骨
一

一～

略
～一

日

那
日

m

満＃寅鴬
叩

八十附
一」元

斑川磯
一／･Iz3‐

妻

志
希
寅観

:洲
四
十
壱
歳

印 |そ|」

⑫
差
上
申
一
札
之
事

一
今
度
切
支
丹
御
改
一
宗
一
派
、
別
帳
奉
願
候
所
一
「
右
之
通
被
仰
付
、
難
有
仕
合

奉
存
候
、
依
て
衆
徒
御
免
許
之
外
、
郷
役
人
よ
り
之
告
触
、
毎
々
皿
相
勤
可
申
候
。

其
外
修
験
共
は
猶
以
五
人
組
告
触
等
、
相
背
申
間
敷
候
、
為
後
日
之
、
一
札
如
件
。

⑬
一
同
年
二
Ｈ
中
御
領
分
一
統
人
別
御
改

「
別
帳
」
と
は
「
切
支
丹
御
改
一
宗
一
派
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
修
験
宗
単
独
の
「
帳

面
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（
Ｕ
宗
川
改
は
「
各
藩
に
よ
っ
て
改
の
実
態
が
違

う
こ
と
は
、
近
世
宗
門
改
の
特
色
で
も
あ
る
」
（
翌
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
統
一

的
に
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
Ⅲ
じ
矢
烏
領
で
は
、
嘉
永
二
年
（
一
八
凹
九
）
、
次

の
よ
う
に
「
仰
渡
」
さ
れ
て
い
た
。
３

龍
山
寺
、
妻
は
観
照
院
の
そ
れ
ぞ
れ
旦
那
）
、
千
手
院
（
全
員
が
龍
山
寺
旦
那
）
、
帰
命

院
（
戸
主
と
子
は
龍
山
寺
、
妻
と
子
が
帰
命
院
の
そ
れ
ぞ
れ
旦
那
）
、
宝
蔵
院
（
戸
主
・

隠
居
・
子
は
龍
山
寺
の
、
妻
の
み
宝
蔵
院
旦
那
）
と
い
っ
た
修
験
は
家
族
と
も
に
、
修

験
宗
の
「
旦
那
」
と
し
て
宗
旨
人
別
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
矢
島
領
で
は
、
宝
暦
年
間
に
修
験
が
「
別
帳
」
の
作
成
を
願
い
出
、
認

め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
次
の
資
料
か
ら
う
か
が
え
る
。
弼
一

小
滝
で
も
院
主
・
龍
山
寺
（
全
員
が
龍
山
寺
の
旦
那
）
は
じ
め
、
観
照
院
（
戸
主
は

連
印
仕
差
上
申
処
書
面
之
通
少
茂
相
違

無
御
座
候
勿
論
宗
門
二
洩
候
者
壱
人
も
無
御
座
候

若
相
違
之
儀
も
御
座
候
ハ
、
何
分
之
曲
事
二
も

可
被
仰
付
候
以
上
（
以
下
略
）

宝
暦
弐
年
（
一
七
匹
一
）

巾
八
月
日

金
子
久
左
衛
門
殿

前
書
之
通
相
違
無
御
座
候
以
上
（
略
）

触
頭

元衆惣菖

弘徒修世
寺中 験 、

－83－
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矢
島
領
で
は
宗
門
改
の
際
、
こ
れ
ま
で
「
修
験
一
派
」
に
つ
い
て
は
「
元
弘
寺
二
Ⅲ

洲
印
」
し
て
き
た
が
（
こ
れ
が
資
料
⑫
に
あ
る
「
別
帳
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
）
、
当
年

（
淵
永
一
年
）
か
ら
は
「
修
験
一
派
」
も
「
御
、
姓
方
一
統
へ
番
加
」
え
る
、
つ
ま
り
一
般

の
宗
旨
人
別
帳
へ
記
載
す
る
よ
う
名
主
方
に
「
仰
渡
」
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
「
雛
形
」

と
思
わ
れ
る
「
申
十
二
月
」
付
の
資
料
に
は
、
而
一
「
家
数
合
何
百
何
十
軒
」
内
」
何
拾

軒
百
姓
」
何
軒
修
験
」
何
軒
社
人
」
何
十
何
軒
水
呑
」
外
二
寺
何
ヶ
寺
」
人
数
合
何
千

何
百
軒
」
内
」
何
百
人
男
」
何
十
人
修
験
」
何
軒
社
人
」
何
百
人
女
」
と
あ
り
、
修
験

家
だ
け
で
な
く
社
家
（
社
人
）
も
「
御
百
姓
方
一
統
」
の
宗
旨
人
別
帳
に
記
載
す
る
よ

う
指
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
宝
暦
年
間
の
「
別
帳
」
は
、
享
保
年
間
に
川
さ
れ
た
「
御
僚
Ⅱ
」
な
ど
を

受
け
て
矢
烏
修
験
の
間
で
一
派
引
導
が
展
開
さ
れ
た
結
果
、
修
験
家
に
雛
檀
す
る
も
の

が
現
れ
、
川
一
の
宗
旨
人
別
帳
で
把
捉
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
た
め
修
験
側
が
別

帳
を
願
い
川
、
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
（
Ｕ
ま
た
資
料
⑩
の
宗
門
人
別
帳
は
資

料
⑬
の
「
仰
渡
」
に
よ
っ
た
も
の
と
忠
わ
れ
る
が
、
嘉
水
年
間
に
こ
う
し
た
「
仰
渡
」

が
川
さ
れ
た
背
景
を
う
か
が
わ
せ
る
資
料
は
確
認
さ
れ
な
い
。

さ
ら
に
資
料
⑩
を
詳
細
に
見
る
な
ら
観
儀
院
家
の
「
女
三
人
」
は
真
言
宗
福
王
寺
の

旦
那
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一
廻
一
こ
れ
に
対
し
資
料
⑪
は
修
験
本
人
を
含
め
家

族
全
員
が
雛
檀
し
て
い
た
。
資
料
⑩
と
⑪
は
同
じ
よ
う
に
修
験
家
が
記
さ
れ
る
も
の
の
、

集
計
形
式
、
あ
る
い
は
俗
請
の
文
言
な
ど
が
異
な
り
同
一
の
「
雛
形
」
に
よ
っ
た
と
は

考
え
に
く
い
。
資
料
⑪
が
ど
の
よ
う
な
雛
形
に
よ
る
も
の
か
不
明
だ
が
、
小
滝
は
寛
永

九
年
〈
ヱ
ハ
三
三
以
降
、
天
保
二
年
（
一
八
三
）
に
矢
島
領
と
な
る
ま
で
幕
領
と
さ
れ
た
地

域
で
あ
り
、
慶
応
以
前
の
宗
旨
人
別
帳
は
確
認
さ
れ
な
い
も
の
の
、
同
じ
よ
う
な
歴
史
を
辿

っ
た
象
潟
町
長
岡
な
ど
に
伝
わ
る
宗
旨
人
別
帳
か
ら
見
て
、
３
幕
領
当
時
の
名
残
を
と

ど
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
一
般
に
、
修
験
は
宗
旨
人
別
帳
か
ら
除
か
れ
た
と

オ
御
百
姓
方
一
統
へ
害
加
へ
候
様
名
主
方
へ

被
仰
渡
元
弘
寺
へ
御
下
ヶ
被
遊
候
雛
形
御

取
上
二
相
成
候
尤
龍
源
寺
福
王
寺
之
外

諸
宗
一
統
其
所
之
名
主
之
調
印
二
相
加
候
様

被
仰
出
候
（
略
）

雛
形
御
下
被
遊
候
是
迄
ハ
修
験
一
派
之
儀

ハ
元
弘
寺
三
川
調
印
い
た
し
候
得
共
当
酉
の
年

さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
修
験
家
が
「
御
百
姓
方
一
統
」
と
と
も
に
記
載
さ
れ
た
資

料
⑪
は
、
資
料
⑬
の
「
仰
渡
」
に
よ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

先
の
よ
う
に
、
小
滝
で
は
家
族
全
員
が
「
離
檀
」
し
て
い
た
の
に
対
し
、
矢
島
で
は

「
女
三
人
」
は
福
王
寺
の
旦
那
と
さ
れ
た
。
一
派
引
導
の
観
点
で
い
え
ば
「
修
験
の
論

理
」
を
よ
り
貫
徹
し
て
い
た
の
は
小
滝
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
矢
島
修
験
の
場
合
、

学
頭
福
王
寺
を
頂
点
に
「
山
伏
機
構
の
原
型
に
近
い
」
歴
史
的
性
格
を
持
っ
て
き
た
こ

と
が
、
こ
う
し
た
あ
り
方
に
何
等
か
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
一
脚
一

⑭

如被連右候之他njmaハ従之無可以者拙水
M修件仰判御ハ契miii上、他者御ill後紛佃｜Ⅱl
宗験付之法、約よ候訴御連国無座候召敷之御

宗候 者 度 御 仕 ^ 人 差 判諸御候連仕宗儀改

溌 祁 M 鳶 i 淵釧職1継糊
日何之御候者候可共抱先内致者及奉
連様者差若又ハ巾打置祖一吟無IllIII
判 之 隠 請 無 若 、 候 寄不よ軒味御止11
仕曲置可拠御罷疑吟申り宛寺座又候

七笹差事於申子領川敷味 候切相請候者
H子上二 顕候細内急者仕若支改状自弟

明町常村候茂者有た度差御差丹怪差後子
王村 学 条可之りIll置届置類者置科
院 院共訳候 族 仕

Ill)]之
印印形

が
、
こ
う
し
た
あ
り
方
に
何
等
か
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
一
卿
一

な
お
、
矢
島
領
で
は
次
の
よ
う
な
資
料
も
作
成
さ
れ
て
い
た
。
５
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修1験の葬祭についての覚

こ
の
資
料
は
、
明
治
三
年
の
宗
門
改
に
あ
た
っ
て
、
耐
）
修
験
が
社
寺
御
役
所
宛
、
書

き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
一
枚
物
で
あ
り
、
一
般
に
知
ら
れ
る
宗
旨
人
別
帳
の
形
式
で

明
治
三
年
は
、
慶
応
川
年
（
一
八
鵬
ハ
八
）
三
月
の
別
当
・
社
僧
に
対
す
る
「
復
飾
令
」
か

ら
始
ま
る
「
神
仏
分
離
」
が
押
し
進
め
ら
れ
る
巾
、
修
験
が
次
々
に
復
飾
し
、
神
職
に

転
じ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
資
料
は
こ
の
時
期
で
も
依
然
、
修
験
宗
と
し
て
生
き

延
び
よ
う
と
す
る
修
験
が
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

は
な
い
が
、
宗
門
改
に
関
わ
る
資
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
と
い
え
よ
う
《

五
終
わ
り
に

以
下
、
ま
と
め
と
し
て
、
次
の
諸
点
を
上
げ
て
お
き
た
い
。

・
本
荘
藩
で
は
、
修
験
家
の
葬
祭
が
別
様
に
取
り
行
わ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
は
宗
門
改

と
関
わ
り
、
．
派
入
帳
」
さ
れ
た
も
の
（
離
械
し
檀
家
制
度
か
ら
外
れ
る
）
は

触
頭
か
ら
引
導
を
受
け
る
の
を
基
本
と
し
、
入
帳
さ
れ
な
い
も
の
は
寺
院
の
Ⅲ
一
那

と
し
て
寺
院
が
葬
祭
に
関
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
修
験
家
に
こ
う
し
た
「
他

宗
」
の
も
の
が
入
り
組
む
の
は
．
派
引
導
」
実
現
の
過
程
で
必
然
的
に
生
じ
る

あ
り
方
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
小
稿
で
は
こ
れ
を
「
縁
借
制
」
と
呼
ん
だ
。

・
一
派
引
導
の
実
現
に
地
域
や
時
期
に
よ
り
相
違
が
見
ら
れ
た
背
景
と
し
て
、
修
験

集
団
が
持
っ
た
歴
史
的
な
経
緯
や
地
域
に
お
け
る
存
在
の
あ
り
方
な
ど
が
関
連
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
Ｅ

・
小
滝
で
は
、
享
保
年
間
に
一
派
引
導
を
企
図
し
た
動
き
が
見
ら
れ
、
ま
た
矢
島
で

は
宝
暦
年
間
に
、
一
派
引
導
の
展
開
の
結
果
と
思
わ
れ
る
「
別
帳
」
が
作
成
さ
れ

て
い
た
。

・
修
験
家
が
一
般
の
椛
家
と
と
も
に
記
載
さ
れ
た
叩
直
根
の
文
久
二
年
宗
斤
人
別
帳
は

嘉
永
二
年
の
「
仰
渡
」
に
よ
っ
た
と
見
ら
れ
、
ま
た
矢
島
領
と
な
っ
て
い
た

小
滝
の
慶
応
二
年
宗
旨
人
別
帳
も
こ
の
「
仰
渡
」
に
よ
っ
た
叩
能
性
が
あ
ろ
う
。

一
同
宗

明
論
三
庚
午
年
（
一
八
し
ｇ

三
月
日

社
寺
御
役
所

坂
之
下
村

重
学
院

隆
勝

花印
抑

注

な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
は
現
状
で
は
筆
者
の
能
力
を
超
え
る
も

の
で
あ
り
、
他
川
を
期
し
た
い
。

（
４
）

（
戸
、
）

令
、
）

（
ｑ
〕
）

一
両
ノ
ー

（
１
）

な
お
、お
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、

修
験
家
に
お
け
る
一
家
両
宗
の
あ
り
方
の
概
念
化
（
小
稿
で
い
う
「
縁
借
制
」
）

一
派
引
導
へ
の
取
組
み
や
そ
の
実
態
、
ま
た
檀
家
制
度
の
も
と
で
の
修
験
と
檀
那

寺
（
縁
仮
寺
）
に
関
わ
る
資
料
の
確
認
・
分
析
（
従
来
、
補
任
状
や
宗
教
活
動
・

作
法
に
関
わ
る
切
紙
類
、
訴
訟
文
書
な
ど
が
多
く
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
が
、
修
験

の
実
態
に
よ
り
深
く
触
れ
る
た
め
に
は
、
日
記
類
な
ど
、
修
験
家
の
Ⅱ
常
を
記
し

た
資
料
の
発
掘
や
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
）

主
な
研
究
書
と
し
て
は
、
佐
藤
久
治
『
秋
川
の
山
伏
修
験
』
（
秋
川
真
宗
研
究
会
・
昭
祁
山
三
年
）
、

同
『
秋
川
の
密
教
寺
院
』
（
同
．
昭
和
五
○
年
）
、
月
光
善
弘
編
『
東
北
霊
山
と
修
験
道
」
（
山
岳
宗

教
史
研
究
叢
書
７
、
特
に
第
四
編
「
羽
後
の
修
験
道
と
山
岳
信
仰
」
名
著
出
版
・
昭
和
五
二
年
）
な
ど
。

ま
た
修
験
の
植
家
制
度
に
触
れ
た
も
の
と
し
て
、
象
潟
町
教
育
委
員
会
編
『
延
年
チ
ョ
ウ
ク
ラ
ィ
ロ

舞
』
（
昭
和
五
八
年
）
、
鵬
佃
忠
一
「
半
檀
家
」
（
「
秋
田
県
立
博
物
館
ニ
ュ
ー
ス
」
恥
犯
・
昭
和
五

八
年
）
、
同
「
半
樋
家
再
説
」
二
伸
承
拾
遺
』
第
３
号
・
昭
和
五
九
年
）
、
半
川
和
彦
「
秋
川
の
檀

家
制
度
特
に
修
験
・
社
家
の
場
合
を
小
心
に
」
（
「
秋
大
史
学
』
羽
・
昭
測
六
二
年
）
な
ど
が
あ
る
。

特
に
小
稿
を
な
す
に
当
た
っ
て
は
、
秋
Ⅲ
誰
や
本
荘
滞
・
生
駒
（
矢
島
）
領
を
対
象
と
し
て
詳
細
な
分

析
を
行
っ
た
半
川
氏
の
論
文
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
た
。

な
お
、
佐
藤
氏
が
「
鳥
海
山
伏
の
歴
史
は
何
れ
の
点
か
ら
み
て
も
、
そ
の
ま
ま
Ⅱ
水
の
川
伏
の
雁

史
の
縮
図
で
あ
る
。
川
伏
の
歴
史
は
烏
加
川
に
尽
き
る
」
言
秋
田
の
山
伏
修
験
」
三
八
口
）
と
あ
る
枕

感
慨
を
込
め
て
述
べ
る
鳥
海
修
験
に
関
し
て
は
、
姉
崎
岩
蔵
『
鳥
海
山
史
芦
矢
局
観
光
協
会
・
昭
和
二

七
年
）
の
他
、
『
鳥
海
町
史
』
「
象
潟
川
史
」
な
ど
の
自
治
体
史
、
象
潟
町
教
育
委
員
会
『
象
潟
の
文

化
』
、
本
荘
市
文
化
財
保
護
協
会
『
鶴
舞
」
掲
載
の
諸
論
文
な
ど
が
あ
る
。

遠
藤
潤
「
近
世
・
近
代
神
葬
祭
運
動
の
諸
相
」
二
日
本
の
仏
教
』
④
ｌ
法
蔵
館
・
平
成
七
年
）
二

一
一
百
〈
・

藤
井
学
「
江
戸
幕
府
の
宗
教
統
制
」
（
岩
波
講
座
「
日
本
歴
史
一
Ⅲ
近
世
３
１
岩
波
書
店
・
昭
和

五
○
年
）
一
五
九
頁
。

前
掲
（
３
）
一
五
一
頁
。

前
掲
（
２
）
二
二
頁
。

『
里
修
験
の
研
究
員
吉
川
弘
文
航
・
昭
和
五
四
年
）
二
六
・
二
七
頁
。
Ⅲ
氏
は
慶
災
七
年
・
’
一

年
の
盗
料
（
「
追
而
諸
宗
引
導
之
腸
江
祈
祷
之
出
家
不
可
入
手
況
前
々
械
那
八
糸
共
二
奪
取
事
」
「
引

導
之
場
へ
祈
祷
之
出
家
不
叩
入
下
候
御
国
法
二
無
御
座
候
間
堅
巾
断
候
」
ｌ
『
武
州
文
郷
巳
な
ど
を

-81-
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（
じ
半
川
氏
前
掲
（
１
）
五
一
貝
に
「
切
支
叶
改
の
際
の
み
手
続
き
上
仮
椛
家
と
な
り
」
し
」
あ
る
が
、
本
文

の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

（
脚
）
宝
円
寺
は
現
在
、
本
職
市
館
前
に
あ
る
描
川
が
、
ま
た
大
蔵
寺
は
川
じ
く
、
同
市
湯
沢
の
大
蔵
寺
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
曹
洞
宗
の
寺
院
で
あ
る
・
現
在
小
野
家
に
は
「
天
保
九
年
」
の
朱
書
の
あ

へ〆へ

1817
ーー

家
内
迄
州
済
候
例
と
恥
」
二
・
一
六
頁
）
に
「
宗
門
人
別
帳
を
除
〃
川
院
印
形
を
除
」
と
あ
る
。
ま
た
に
側

保
川
数
育
委
興
公
職
「
切
父
冊
宗
門
伽
改
帳
禅
宗
弘
化
二
年
三
川
γ
沢
院
内
賜
場
水
沢
価
川
川

川
三
森
」
に
和
川
村
「
成
統
院
家
」
は
禅
雅
陽
川
が
Ⅱ
肌
と
し
て
肥
さ
れ
る
が
、
成
就
院
の
み
は
典
雫
両
求

安
楽
＃
Ⅲ
那
と
し
て
叩
仙
で
記
さ
れ
る
の
も
「
離
梢
」
を
不
す
例
と
い
え
よ
う
。

（
㈹
）
半
川
氏
は
朋
掲
（
１
）
四
九
・
五
六
頁
で
次
の
よ
う
に
桁
摘
す
る
。

（
秋
川
桁
の
場
合
ｌ
引
川
皆
）
修
験
も
祉
家
同
様
、
修
験
宗
単
独
帳
櫛
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

（
略
）
本
荘
滞
で
は
切
支
丹
改
帳
の
中
に
は
修
験
本
人
以
外
の
す
べ
て
の
者
が
記
戦
さ
れ
る
形
式
で
あ

っ
た
。
故
に
修
験
及
び
社
家
単
独
の
改
帳
が
秋
川
同
様
あ
っ
た
と
推
定
き
れ
る
。

小
稿
で
い
う
「
帳
Ⅲ
」
と
は
修
験
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
せ
ず
、
雛
柚
し
自
身
葬
祭
の
対
象
と
な
る

も
の
が
記
さ
れ
た
帳
而
と
の
意
味
で
あ
り
、
雛
檀
し
な
け
れ
ば
修
験
自
身
も
一
般
の
宗
旨
人
別
帳
に
記

さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
半
田
氏
が
前
掲
（
１
）
五
一
頁
で
紹
介
す
る
万
延
二
年
（
一
八
六
二
の
本

荘
藩
滝
沢
郷
（
現
・
由
利
町
）
宗
旨
人
別
帳
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
（
和
合
院
家
で
は
本
人
を
含
め
家
族
全

員
が
「
離
檀
せ
ず
」
宗
旨
人
別
帳
に
記
さ
れ
る
）
。

（
Ⅳ
）
小
野
秀
光
氏
職
。

冬

1314
「
う
Ｊ
一

戸
・
’
１
」

、
Ｇ
Ｉ
Ｉ
一

一
ｌ
」

（
Ｅ
）

へ一勺

l(）9
－ー

、
凸
〆

乞
ｉ
一

8

た
た
め
に
こ
う
し
た
宗
法
の
徒
が
川
さ
れ
た
も
の
と
忠
わ
れ
る
。

藤
川
定
肌
「
近
仙
期
修
験
の
宗
教
油
勤
行
為
川
解
に
側
す
る
一
・
三
の
考
察
」
二
冊
烏
喋
雁
史
汽

料
館
研
究
紀
要
」
第
８
号
・
昭
和
六
一
年
）
六
Ｗ
頁
。

前
掲
（
７
）
六
六
頁
ｃ
藤
田
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
争
論
は
特
に
曹
洞
宗
と
の
間
で
多
か
っ
た
と
さ

れ
る
。
ま
た
佐
藤
久
治
氏
も
前
掲
一
．
秋
田
の
山
伏
修
験
』
八
二
頁
で
、
葬
祭
の
場
で
何
か
と
修
験
の
活

動
と
重
な
る
こ
と
の
多
か
っ
た
曹
洞
宗
と
の
間
に
限
っ
て
紛
争
が
発
生
し
た
と
し
て
、
亀
田
藩
・
山
本

郡
・
仙
北
郡
の
三
例
を
あ
げ
る
。

前
掲
（
６
）
川
川
・
川
五
頁
。

宮
本
氏
の
ご
敬
・
小
に
よ
る
。
ま
た
、
に
側
保
川
教
育
委
興
会
蔵
「
元
禄
ト
ー
年
伽
役
所
控
平
沢

案
沢
宗
旨
御
改
帳
」
に
は
真
言
宗
安
楽
寺
械
家
と
し
て
一
般
の
椛
家
と
と
も
に
「
宝
鏡
院
家
」
が
記
さ

れ
る
。
「
痕
鏡
院
」
「
叫
子
正
覚
院
」
は
修
験
で
あ
ろ
う
。

小
野
秀
光
氏
職
縁

御
城
卜
の
他
、
前
郷
筋
・
仁
慨
保
筋
に
も
触
対
象
と
な
る
修
験
雌
川
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

各
々
の
叩
心
は
龍
川
排
、
「
格
院
別
納
邪
件
」
で
知
ら
れ
る
法
海
寺
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

「
焼
杵
帥
」
は
引
導
役
と
は
異
な
り
、
一
般
に
縁
故
の
あ
る
寺
院
な
ど
に
勤
め
て
も
ら
う
も
の
と
さ

れ
る
。
水
末
関
係
の
も
と
で
は
本
寺
こ
そ
末
寺
に
と
っ
て
最
も
縁
故
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
触
皿

名
代
と
し
て
引
導
役
を
勤
め
る
本
寺
が
焼
香
師
も
勤
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

長
安
寺
は
、
本
荘
稀
で
中
老
職
に
あ
っ
た
修
験
で
あ
る
。

石
井
良
助
校
訂
（
創
文
社
・
昭
和
四
三
年
｝
・
前
編
集
五
・
資
料
悉
号
二
七
五
六
「
修
験
自
身
葬
祭

引
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

Ｉ

（
前
掲
黄
料
は
ｌ
引
川
荷
）
葬
祭
の
場
に
修
験
が
加
わ
る
こ
と
を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
り
、
在
地
の

修
験
肴
に
と
っ
て
（
略
）
祈
祷
巾
‐
心
の
禰
勤
が
葬
祭
に
ま
で
広
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ

（
殉
二

（
軍
）

（
麺
）

ヘヘヘ

ユ42322
…ー…

は
是
迄
之
通
忌
日
年
回
之
節
は
御
回
向
可
被
下
扱
又
来
年
春
祖
母
年
回
相
当
二
付
乍
軽
少
米
弐

俵
寄
附
仕
候
冊
一
札
如
件

弘
化
三
門
午
二
八
川
六
）
三
川
Ｉ
Ⅲ
常
覚
寺
印
」
束
林
が
様

こ
の
賓
料
は
、
水
椛
滞
仙
蚊
・
常
覚
寺
と
柳
洞
宗
・
束
林
作
の
間
で
「
が
内
祉
文
」
作
成
に
絡
ん
で

争
論
が
お
こ
っ
た
際
、
川
汁
の
川
で
「
収
枇
」
ら
れ
た
内
容
を
常
覚
寺
か
ら
収
林
が
宛
、
差
川
し
た
将

付
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
常
覚
寺
が
身
内
（
緑
仮
旦
那
）
の
葬
祭
に
あ
た
っ
て
焼
香
を
頼

ん
で
き
た
、
ま
た
東
林
寺
に
葬
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
通
り
忌
日
や
年
忌
に
何
群
で
川
向
を

し
て
ほ
し
い
、
つ
ま
り
「
縁
仮
之
分
」
の
葬
祭
に
つ
い
て
、
他
雅
の
寺
院
が
深
く
関
わ
っ
て
き
た
こ
と
が

読
み
と
れ
る
。
な
お
、
傾
内
修
験
が
死
去
し
た
場
合
、
触
頭
・
常
覚
寺
が
引
導
役
を
勤
め
た
こ
と
も
知
ら

れ
る
（
芹
川
村
ｌ
現
・
北
側
保
川
ｌ
覚
応
呼
従
龍
、
川
村
正
数
院
な
ど
ｌ
前
掲
岬
人
川
、
七
一
頁
）
。

（
鋤
）
人
櫛
慎
三
郎
校
訂
。
Ⅲ
＃
巻
之
八
ド
（
克
政
六
年
）
。
近
騰
出
版
社
・
昭
和
川
九
年
一
し
派
頁
。

（
訓
）
『
地
方
凡
例
録
』
の
蒐
政
六
年
段
階
で
は
修
験
本
人
及
び
後
住
の
自
身
葬
祭
が
一
般
的
と
さ
れ
た
よ

う
だ
が
、
日
一
那
寺
（
菩
提
寺
）
の
承
認
が
あ
れ
ば
家
族
へ
と
広
が
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
後
述
（
判
）
の
「
徳
川
禁
令
砦
」
に
あ
る
事
例
は
文
政
・
天
保
年
間
と
や
や
後
の
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
修
験
本
人
及
び
後
住
が
基
本
で
あ
り
、
家
族
全
般
に
及
ぶ
の
は
「
難
成
筋
二
候
」
と
し
、
そ

う
し
た
場
合
を
「
拠
例
」
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
も
と
も
と
寺
院
の
械
家
と
さ
れ
た
修
験
家

が
排
提
か
の
了
解
の
も
と
次
弗
に
離
柚
し
、
修
験
本
人
か
ら
後
継
将
、
さ
ら
に
は
そ
の
他
の
家
族
へ
と

修
験
法
式
の
葬
祭
が
広
が
っ
て
い
っ
た
と
す
れ
ば
、
家
族
内
に
修
験
法
式
の
葬
祭
に
よ
ら
な
い
も
の

（
ｆ
院
の
「
旦
那
」
と
さ
れ
た
）
が
、
あ
る
時
点
で
当
然
な
が
ら
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

伊
東
俊
孝
氏
蔵
。

『
日
本
宗
教
制
度
史
料
類
緊
考
合
一
（
臨
川
書
店
・
昭
和
五
六
年
）
川
一
二
・
川
三
一
・
頁
。

前
掲
（
翌
五
六
九
・
れ
じ
○
頁
。

遠
藤
潤
氏
は
、
神
葬
祭
連
動
に
つ
い
て
前
掲
（
２
）
・
二
六
頁
で
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

（
神
葬
祭
連
動
の
要
閃
と
し
て
の
神
職
の
自
立
側
向
の
ｌ
引
川
肴
）
動
き
が
門
び
強
ま
る
の
は
十
八

世
紀
中
頃
で
あ
り
、
近
世
の
神
職
に
よ
る
神
葬
祭
運
動
は
こ
の
動
き
を
背
景
と
し
て
生
じ
て
い
る
。

今
の
と
こ
ろ
、
修
験
宗
の
一
派
引
導
へ
の
動
き
の
背
景
を
示
す
よ
う
な
資
料
は
確
認
さ
れ
な
い
が
，

享
保
七
年
に
仏
教
各
派
が
そ
れ
ぞ
れ
「
徒
」
「
修
法
」
な
ど
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
直
接
的
に
は
こ

の
と
き
の
「
御
惟
目
」
が
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

遠
藤
光
胤
氏
蔵
．

鵬
Ⅲ
忠
一
氏
は
一
家
一
昨
制
で
な
い
あ
り
方
（
複
柚
家
制
・
半
械
家
制
）
を
．
家
［
屋
］
阿
宗
」

と
す
る
（
前
掲
（
１
）
「
半
棚
家
再
説
」
・
六
頁
）
。

「
弘
化
度
」
本
山
か
ら
下
達
さ
れ
た
内
容
を
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
衝
料
は
碓
附
さ
れ
な
い
が
、
次

の
資
料
は
こ
の
「
達
」
と
の
関
わ
り
も
想
定
さ
れ
よ
う
。

る
位
牌
が
伝
わ
る
。
一
つ
は
歴
住
の
も
の
、
他
は
家
族
の
も
の
と
思
わ
れ
、
家
族
の
戒
名
に
は
「
大
姉

・
信
士
・
信
女
」
な
ど
仏
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
示
す
「
位
号
」
が
記
さ
れ
る
。
「
縁
仮
」
脈
で
あ
っ
た

喰
川
寺
か
ら
授
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
「
貨
法
川
記
録
』
（
水
椛
巾
史
柵
纂
盗
料
雄
三
輯

・
昭
和
叫
川
年
）
九
八
・
九
Ｌ
ハ
皿
に
あ
る
次
の
よ
う
な
記
猫
も
、
緑
仮
川
・
川
と
「
縁
仮
一
寺
の
「
Ⅱ
常

的
な
」
関
わ
り
を
う
か
が
わ
せ
る
査
料
で
あ
る
。

本
山
厳
重
之
御
達
二
付
何
卒
緑
仮
之
分
以
来
御
構
被
下
問
敷
様
奉
願
上
候
尤
前
々
貴
寺
江
葬
候
分

拙
寺
内
縁
仮
之
分
是
迄
貴
寺
（
曹
洞
宗
東
林
群
ｌ
引
用
符
）
焼
香
頼
叩
上
世
候
処

Ｉ

今
般
拙
寺
共
従

－80－
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（
刃
）

連
し
「
当
初
彼
ら
は
（
金
剛
院
な
ど
の
修
験
ｌ
引
用
者
）
天
台
宗
寺
院
の
柚
家
と
し
て
葬
錘
蚕
迂
依
頼
し

一
去
ル
弘
化
二
己
中
諸
国
一
円
江
相
触
候
通
一
派
」
寺
院
井
家
族
人
別
改
之
隣
美
濃
紙
を
以
帳
面
」

仕
立
御
料
私
領
圃
郡
居
村
古
跡
別
当
職
之
訳
」
無
相
違
相
記
隠
居
二
代
沖
弟
子
同
行
衆
徒
迄
」
年
齢

実
名
記
之
（
略
）
（
湯
沢
巾
・
光
明
院
ｌ
現
・
加
藤
家
街
料
。
猟
永
二
年
「
火
覚
寺
抑
」
）

前
掲
（
１
）
八
六
頁
。

こ
の
と
き
龍
川
寺
が
離
棚
を
企
図
し
た
の
は
、
鳥
海
山
中
、
小
沌
組
配
下
の
う
ち
「
そ
の
膝
元
で
あ

る
小
滝
一
村
」
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
鵬
川
氏
仙
掲
（
郡
）
六
頁
）
。

な
お
注
両
）
で
紹
介
し
た
書
付
に
「
従
本
山
厳
重
之
御
達
二
付
何
卒
緑
仮
之
分
以
来
御
椛
被

下
問
敷
様
」
と
し
て
今
後
、
東
林
寺
が
「
縁
仮
之
分
」
の
葬
祭
に
関
与
し
な
い
よ
う
に
と
の
文
言
が
あ
る
。

末
尾
に
弘
化
三
年
と
あ
り
、
時
期
的
に
見
て
小
滝
の
動
き
と
共
通
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま

た
「
緑
仮
之
分
以
来
御
構
被
下
間
敷
」
は
離
檀
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
後
述
（
抑
）
か
ら
す

れ
ば
そ
の
動
き
が
ど
の
範
囲
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

『
象
潟
町
史
』
資
料
編
Ｉ
（
平
成
一
○
年
）
・
八
二
八
頁
《
》

前
掲
（
刈
）
奇
料
滞
サ
ニ
Ⅲ
九
「
半
椛
家
の
解
消
に
つ
い
て
」
の
解
脱
は
「
修
験
者
に
嫁
い
だ
女
性

が
実
家
の
寺
の
棚
家
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
が
多
」
く
「
当
川
の
場
合
、
修
験
荷
の
家
に
こ
の
半
椛
家
が

多
く
見
ら
れ
た
」
と
す
る
。

離
柚
が
成
っ
た
の
は
嚇
水
七
年
（
一
八
五
川
）
で
あ
っ
た
。

『
鳥
海
町
史
」
資
料
綱
（
昭
祁
六
二
年
）
五
五
一
～
五
五
五
頁
。

前
掲
（
脇
）
参
照
』

遠
藤
隆
氏
蔵
憲

一
鳥
海
町
史
責
昭
和
六
○
年
）
六
九
九
頁
。
な
お
、
資
料
末
尾
の
「
金
子
久
左
衛
門
」
は
矢
島
領
の
在
邑

家
老
職
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。

こ
の
「
別
帳
」
は
資
掛
②
の
．
派
入
帳
」
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
‐
矢
島
領
で
は
宝
暦
年
間
に
修

験
宗
の
。
派
入
帳
」
が
実
現
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

前
掲
（
３
）
一
八
一
頁
ｃ

榊
幾
昭
氏
職
『
鳥
海
山
別
割
記
録
』
。
な
お
『
統
矢
烏
町
史
』
上
巻
（
昭
州
五
八
年
）
五
八
九
、
五

九
八
頁
「
文
化
卜
年
切
支
叶
宗
門
御
改
帳
差
七
Ⅱ
町
村
）
に
は
当
然
な
が
ら
修
験
旅
は
記
赦
さ
れ
な
い
。

村
上
良
助
氏
・
真
坂
昌
八
郎
氏
蔵
へ
「
申
」
は
粥
永
元
年
（
一
八
川
八
）
の
こ
と
と
思
わ
れ
、
真
坂

家
に
は
「
雛
形
」
に
よ
っ
た
と
見
ら
れ
る
朱
筆
の
跡
が
残
る
「
嘉
永
二
年
矢
嶋
領
人
別
宗
門
御
改
帳

直
根
郷
中
直
根
村
抑
」
が
伝
わ
る
。

今
の
と
こ
ろ
、
離
檀
の
経
過
を
う
か
が
え
る
資
料
は
⑧
“
⑨
な
ど
で
あ
る
が
、
資
料
⑫
も
矢
島
領
で

の
離
檀
（
触
頭
・
元
弘
寺
が
配
下
修
験
な
ど
と
も
に
「
藩
庁
」
に
「
別
帳
」
作
成
を
願
い
出
、
認
め
ら

れ
た
）
に
つ
い
て
記
し
た
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
資
秘
⑤
に
よ
れ
ば
小
滝
で
は
、
燈
終
的
な
「
取
極
」

内
容
を
記
し
た
証
文
を
寺
社
奉
行
所
・
龍
山
寺
・
太
白
院
そ
れ
ぞ
れ
が
所
持
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
曽
根
原
理
氏
は
「
日
光
に
お
け
る
東
照
権
現
信
仰
」
（
『
日
本
の
仏
教
』
④
ｌ
法
蔵
館
・
平
成

七
年
）
一
四
四
頁
で
、
宝
暦
九
年
二
七
五
九
）
に
天
台
宗
寺
院
と
修
験
の
間
で
お
こ
っ
た
争
論
に
関

て
い
た
が
、
せ
め
て
当
主
は
自
派
で
葬
姪
蚕
哲
行
い
た
い
と
い
う
機
運
の
も
と
「
本
寺
（
三
宝
院
菖
か

ら
そ
の
旨
（
享
保
七
年
「
御
候
目
」
ｌ
引
用
者
）
が
布
達
さ
れ
た
」
と
す
る
。
日
光
で
も
宝
暦
年
間
に

一
派
引
導
が
展
開
さ
れ
、
一
部
実
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
矢
烏
修
験
の
「
別
帳
」
が
ど
の
範
囲
ま
で

で
あ
っ
た
か
判
然
と
し
な
い
が
日
光
同
様
、
修
験
の
み
の
．
派
入
帳
」
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

が
、
前
掲
一
地
方
凡
例
録
』
に
「
自
分
滅
罪
の
免
許
を
受
け
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
何
ら
か
の
条
件

が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
修
験
聖
典
編
纂
会
編
『
修
験
聖
典
芦
歴
史
図
書
社
・
昭
和
五
二
年
）

所
収
「
法
流
伝
授
切
紙
類
集
第
三
」
面
二
○
・
四
二
二
ｇ
に
「
引
導
之
大
事
」
「
引
導
秘
法
」
「
自
身
引
導

作
法
」
が
救
る
。
こ
れ
ら
は
本
川
、
さ
ら
に
は
地
方
の
触
頭
か
ら
法
流
の
作
法
と
し
て
伝
授
き
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
が
こ
う
し
た
伝
授
が
凹
身
引
導
の
「
免
許
」
に
州
淵
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

（
犯
）
真
坂
家
に
は
淵
永
二
年
か
ら
慶
応
二
年
ま
で
の
血
根
郷
・
中
世
根
付
の
宗
旨
人
別
雌
抑
が
低
わ
る
が
、

こ
の
間
「
男
」
は
元
弘
が
の
、
「
女
」
は
柵
王
寺
の
日
一
那
と
い
う
．
家
川
宗
」
の
あ
り
方
に
変
化
は

見
ら
れ
な
い
。

（
遇
「
象
潟
町
史
』
涜
料
綱
ｌ
、
五
五
七
１
五
五
九
頁
（
小
砂
川
付
）
、
七
二
六
～
七
山
二
頁
（
長
岡
Ｕ

（
遇
佐
藤
久
治
氏
は
「
秋
川
の
山
伏
修
験
一
三
八
・
三
九
頁
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

藩
寺
社
奉
行
の
下
に
学
頭
（
真
言
宗
）
福
王
寺
が
お
り
、
学
頭
の
下
に
蝿
坊
組
織
を
作
っ
た
。
学
頭

の
権
力
は
強
く
、
配
下
の
山
伏
寺
に
対
し
生
殺
の
権
を
も
っ
て
い
た
（
略
）
組
織
が
久
保
田
藩
や
本
荘

亀
田
諸
藩
と
ち
が
う
処
に
も
、
山
伏
機
構
の
原
型
に
近
い
と
い
い
う
る
。

福
王
寺
は
真
言
修
験
兼
帯
の
学
頭
で
あ
っ
た
が
、
補
任
状
な
ど
現
存
す
る
資
料
に
よ
る
限
り
、
領
内

修
験
を
支
配
し
て
い
た
の
は
、
仙
蚊
の
元
弘
寺
で
は
な
か
っ
た
か
。

（
喝
）
矢
島
町
教
育
委
員
会
職
（
亜
学
院
衡
料
）
。

（
柏
）
宗
門
改
は
明
拍
叫
年
ま
で
（
修
験
余
廃
止
は
明
論
五
年
）
。
亜
学
院
・
明
王
院
は
の
ち
真
言
宗
に
帰
入
。

（
週
半
Ⅲ
氏
は
、
前
掲
（
１
）
五
二
頁
で
「
修
験
本
人
は
械
家
制
度
の
枠
外
で
家
族
の
み
が
禅
宗
な
ど
肱
接

的
に
は
修
験
宗
と
関
辿
な
い
宗
派
の
棚
徒
で
あ
る
と
い
う
現
象
は
修
験
宗
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
か
な
り

不
徹
底
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
が
、
修
験
家
に
見
ら
れ
た
一
家
両
宗
は
、
幕
府
の
政

策
や
地
域
の
歴
史
な
ど
を
背
景
と
し
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
‐
同
氏
が
小
滝
は
修
験
の
論
理
を
貫

徹
し
て
い
た
と
す
る
よ
う
に
、
本
牝
滞
な
ど
で
は
歴
史
的
背
景
の
上
で
も
ま
た
川
っ
て
き
た
役
割
の
上

で
も
貫
徹
す
る
だ
け
の
条
件
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
紹

介
し
た
よ
う
に
常
覚
寺
で
は
「
縁
仮
之
分
」
を
含
め
た
離
檀
（
一
派
引
導
）
を
実
現
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
が
、
同
じ
本
荘
藩
で
も
滝
沢
郷
で
は
修
験
本
人
を
含
め
た
家
族
全
員
、
あ
る
い
は
家
族
の
み
が
他
宗
の

且
那
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
（
半
田
氏
同
（
１
）
五
一
頁
）
、
こ
う
し
た
動
き
が
領
域
全
体
に
及
ん
で

い
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
一
般
の
宗
旨
人
別
帳
と
は
別
に
修
験
宗
単
独
の
「
帳
而
」
が
作
成
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

謝
辞
・
・
小
稿
は
、
平
成
十
二
年
度
県
立
博
物
館
部
門
展
「
修
験
の
世
界
ｌ
鳥
海
山
修
験
を
中
心
に
」
に
関
わ

る
調
査
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
・
調
査
に
当
た
っ
て
御
協
力
・
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
、
本
荘
由
利

地
方
に
在
住
す
る
方
々
並
び
に
関
係
機
間
に
対
し
、
こ
の
場
を
借
り
て
深
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
『
徳
川
禁
令
考
』
前
編
集
五
・
一
二
三
～
一
二
七
頁
に
は
、
自
身
葬
祭
（
修
験
言
神
葬
祭
（
社

家
）
に
関
わ
る
資
料
が
紹
介
き
れ
る
。
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
菩
提
寺
の
丁
解
が
得
ら
れ
た
場
合
（
例

え
ば
、
汽
料
恭
号
二
七
川
九
「
修
験
胤
身
葬
祭
之
事
」
に
「
ｎ
身
葬
祭
之
儀
稗
捉
が
柵
心
二
峡
ハ
不
苫

候
」
）
、
本
人
及
び
後
継
者
は
叩
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ

な
い
こ
と
（
例
え
ば
、
背
料
播
号
二
七
五
○
「
神
道
葬
祭
之
事
」
に
「
妻
其
外
家
内
之
者
ハ
仕
来
之
通
同

院
宗
判
引
導
焼
香
誹
叫
小
門
雌
之
雌
ハ
是
迄
通
相
心
神
」
）
、
ま
た
「
御
髄
所
役
人
」
な
ど
か
ら
噸
普
が
川
さ

れ
、
寺
社
奉
行
へ
「
掛
合
」
の
上
叩
達
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
神
葬
祭
の
場
合
、
吉

田
家
か
ら
「
免
許
」
を
受
け
る
こ
と
も
必
要
で
あ
っ
た
。
修
験
の
場
合
「
免
許
」
の
文
言
は
見
ら
れ
な
い

’
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